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由布市自然体験学習施設「由布市ゆふの丘プラザ」指定管理者募集要項 

 

 多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間能力

を活用し、住民サービスの向上と経費の節減などを図ることをねらいに、次にもとづき

施設の指定管理者を募集します。 

 

１ 対象施設の概要 

 （１）由布市自然体験学習施設「由布市ゆふの丘プラザ」 

    （以下「由布市ゆふの丘プラザ」と表記） 

 （２）施設の所在地  由布市湯布院町川西１２００番地８ 

 （３）施設の概要 

     建設時期    昭和３９年 ７月 

     敷地面積    ６５，０１５．５９㎡ 

     主要施設    鉄筋コンクリート造 本館 ２階建 

                       新館 地上２階、地下１階建 

                  延床面積（5,800.03㎡）建築面積（3,927.44㎡） 

                 和室２５室、大広間３室 宿泊定員２００名 

 （４）施設の利用実績等 

 令和元年度 平成30年度 平成29年度 

利 用 人 数 
11,290人 

(107団体) 

10,336人 

(85団体) 

1,842人 

(16団体) 

利用料収入 20,034,981円 19,332,512円 3,069,072円 

管 理 費 

(人件費除く) 
17,324,611円 18,027,957円 9,046,618円 

      ※平成29年度実績は、平成30年1月から3月の3月分。 

 

２ 施設の設置目的 

  青少年が豊かな自然の中で宿泊学習等を行い、体験学習等を通じて情操を豊かにする

とともに、利用者の相互理解と交流を進め、活力ある地域社会の形成に資する。 

 

３ 指定管理者が行う業務 

 （１）施設の管理運営業務 

 （２）由布市ゆふの丘プラザの施設等の維持管理及び修繕に関する業務 

 （３）由布市ゆふの丘プラザの利用の受付、許可及び案内に関する業務 

 （４）由布市ゆふの丘プラザの利用の促進に関する業務 

 （５）上記に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務 
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４ 管理運営業務の基準 

 （１）関係法令及び条例を遵守し、適正な管理を行うこと。 

 （２）利用の受付時間、休館日 

 （３）適切なサービスの提供を行うこと。 

 （４）由布市ゆふの丘プラザ施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。 

 （５）業務に関連して取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。 

 （６）文書の管理・保存 

 （７）事業計画書及び収支計画書の提出 

 （８）事業報告書の提出 

 （９）その他 

    管理の基準の細目については、市長と指定管理者の間で締結する協定で 

   定めるものとする。 

 

５ 指定期間 

  令和３年４月１日から令和７年３月３１日までを予定。 

 

６ 管理に関する経費 

 （１）利用料金に関する事項 

    施設の利用料金は指定管理者の収入となります。 

    利用料は当該施設の設置条例に規定する範囲内で市と協議のうえ定め   

ることになります。 

 （２）指定管理料 

    指定期間中の指定管理料は支払わないものとします。 

 

７ 応募資格等 

 （１）応募しようとするものは、法人その他の団体（以下「法人等」とする。）であ

って、法人等又はその代表者が次のア～カまでのいずれにも該当しないものである

こと。 

  （ア）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定により、

一般競争入札等の参加を制限されている者 

  （イ）会社更生法・民事再生法による更生・再生手続き中である者 

  （ウ）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、本市から２年以内に指定

の取消を受けたことがある者 

  （エ）由布市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者 

  （オ）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  （カ）暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若

しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団

の構成員等」という。）の統制の下にある法人その他の団体 
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 （２）所管課において施設を管理するに当たって資格、免許等が必要な場合は、その

資格等を有していること。 

 （３）応募者の形態 

   応募者の形態は、次に示す形態とします。 

 

  ・単独団体  

   １つの企業・団体（株式会社、任意団体等、組織形態は問わない。） 

  ・共同事業体 

   複数の企業・団体から構成される共同事業体 

  （ア）共同事業体の形態をとる場合には、必ず代表企業・団体を明記することとし、

協定の締結にあたっては共同事業体の構成員全てを協定当事者とします。選定

後の協議は代表企業・団体を中心に行いますが、協定に関する責任は共同事業

体の構成員全てが負うこととなります。 

  （イ）新たに法人等を設立する場合は、その法人等を申請者としてください。応募

時に設立していなくても応募できることとしますが、由布市議会における指定

管理者の指定の議決（令和３年１月下旬予定）までに、登記簿謄本又は登記事

項証明書若しくは法務局登記官の受領書を提出してください。 

 

８ 募集期間 

 （１）公募スケジュール 

   令和２年 

     １０月１２日         募集要項の配布開始 

     １０月１９日         質問及び説明会参加申込受付開始 

     １０月２６日         現地説明会参加希望締切 

     １０月２９日         現地説明会 

     １１月 ６日         一括回答 

     １０月１９日～１１月２０日  申請書受付 

   令和３年 

      １月１８日         面接審査 指定管理者候補の選定 

      １月２５日         申請者全員に結果通知 

      ３月中           市議会において指定管理者の議決 

      ４月 １日         協定の締結 

                    指定管理者による管理運営開始 

 （２）公募手続 

  （ア）募集要項等配布 

     配布期間 １０月１２日（月曜日）から１１月２日（月曜日）まで 

          土・日曜日を除く、午前９時から午後５時までの間 

     配布場所 由布市教育委員会 社会教育課 

          由布市庄内町柿原３０２番地 由布市役所本館３階 
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  （イ）募集要項等に関する説明会（現地見学会を含む） 

     本説明会では、募集要項等に関する説明を行うとともに、現地を確認してい

ただきます。 

     日  時：１０月２９日（木曜日）午前９時から午前１２時 

     場  所：由布市ゆふの丘プラザ 

          （由布市湯布院町川西１２００番地８） 

     参加人数：各申請団体２名以内 

     参加申込：「募集要項等に関する説明会（現地見学会）参加申込書」により

申し込みをお願いします。 

  （ウ）募集要項等に関する質問書の受付 

     募集要項等の内容に関する質問を「質問票」により次のとおり受け付けます。 

     受付期間：１０月１９日から１１月２日まで 

     提出方法：質問書はE-mailによる送付とします。 

     アドレス：social_edu@city.yufu.lg.jp 

  （エ）募集要項等に関する質問の回答 

     全ての質問に対する回答を希望者全員にE-mailにより送付します。希望者は

質問締切日までにE-mailにより質問の回答を希望する旨をお知らせください。 

 

９ 申請の際に提出する書類等 

 （１）提出書類 

   ア 指定申請書（施行規則様式第1号） 

   イ 申請資格を有していることを証する書類 

    ① 団体であることを証する書類 

     ・法人の登記事項証明書 

      ※申請日前３ヵ月以内に発行されたもの 

     ・自治法第２６０条の２第１項に規定する地縁による団体の場合 

      自治法第２６０条の２第１２項の証明書など 

     ・その他の非法人の場合 

      団体の規約、構成員名簿など 

    ② 由布市税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納していないことを証    

  する書類 ※申請日前３ヵ月以内に発行されたもの 

     ・滞納のない証明書（由布市が発行したもの） 

     （法人の本店・支店又は団体の所在地が由布市にある場合に限る。） 

     ・消費税等の納税証明書（その３の３）（所轄の税務署が発行したもの） 

    ③ 誓約書 

    ④ 資格、免許等が必要な場合の当該資格等を有していることを証する 

      書類 

   ウ 管理を行う公の施設の事業計画書（要綱様式例１） 

   エ 管理に係る収支計画書（要綱様式例２） 
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   オ 申請者の経営状況を説明する書類 

    ① 前事業年度の収支（損益）計算書 

    ② 前事業年度の賃借対照表及び財産目録作成している場合のみ） 

   カ その他市長等が別に定める書類 

  ① 定款、寄附行為、その他これらに類する書類 

  ② 事業報告書（作成している場合のみ） 

  ③ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類 

   キ 共同事業体の場合  

  ① 構成員、責任の範囲等を定めた協定書 

  ② 市との協定、支払金の請求等に係る代表者への委任状 

  ③ その他必要な書類 

   ク 申立書（書類の提出ができない場合） 

 （２）受付期間  令和２年１０月１９日（月曜日）から１１月２０日（金曜日）ま

での土・日・祝祭日を除く、午前９時から午後５時までの間 

 （３）提出場所  由布市教育委員会 社会教育課 

          由布市庄内町柿原３０２番地 由布市役所本館３階 

 （４）提出方法  指定申請書等 13部（正本1部、副本12部）を提出場所に持参して

ください。郵送、ファックス等は受理いたしません。また所定の書

類以外の資料、図面等についても受理しません。 

 （５）申請にあたっての留意事項 

  （ア）複数の申請の禁止 

    １応募者につき１申請とし、複数の申請をした場合は失格とします。 

  （イ）提出書類の期限遵守 

     申請書提出期限までに所定の書類全ての提出がない場合、申請はなかったも

のとして取り扱うこととします。 

  （ウ）接触の禁止 

     申請者及び申請者の代理人並びにそれ以外の関係者が選定に対する不当な

要求を行った場合もしくは、指定管理者選定委員会委員等に個別に接触した事

実が認められた場合には、失格となることがあります。 

  （エ）共同事業体の構成団体の変更 

     共同事業体で応募する場合、代表団体及び構成団体の変更は認めません。た

だし、構成団体の倒産、解散等の特殊な事情が認められ、審査の公平性及び業

務遂行上の支障がないと市が判断した場合には、変更を可能とすることもあり

ます。その際には、変更の旨を問合せ先までご連絡下さい。 

  （オ）応募の辞退 

     団体の解散等の事情により、応募を辞退することが明白となった場合には、

応募辞退届けを申請書提出の場所に提出してください。 

  （カ）提案内容変更の禁止 

     提出された書類の内容を変更することはできません。 
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  （キ）虚偽の記載をした場合及び不正があった場合の無効 

     申請書類に虚偽の記載があった場合や不正があった場合、当該申請は無効と

します。 

  （ク）著作権の帰属等 

事業計画書等の著作権は、申請者に帰属します。ただし、市は、指定管理

者の決定の公表等必要な場合には、事業計画書等の内容を無償で利用できる

ものとします。 

     なお、申請書類は理由の如何に関わらず返却しません。 

  （ケ）情報公開条例に基づく公開請求 

     提出された申請書類、選定過程、審査結果等については、由布市情報公開条

例に基づく公開請求の対象となります。（原則として、個人に関する情報や申

請者の正当な利益を害するおそれのある情報を除く。） 

  （コ）費用負担 

     申請に関して必要となる費用は申請者の負担とします。 

  （サ）本事業提案応募のための説明会及び現地見学会のほか定められた機会を除き、

市から便宜を図ることはありません。応募者は市が提供した情報または、独自

に合法的に入手した情報のみで提案を行ってください。 

  （シ）本事業提案で得た情報について、応募者は第三者への公表及び他の目的への

使用をすることはできません。ただし、次の情報についてはその対象ではあり

ません。 

     ①公知となっている情報 

     ②第三者により本業務に関し合法的に入手できる情報 

 

１０ 選定の基準 

 （１）選定方法 

    有識者と市職員等で構成する由布市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」

という。）において、各委員が次の審査基準に基づいて審査した評点の合計が最

も高い申請者を指定管理候補者と選定し、この結果により最終的に市で指定管理

候補者を決定します。 
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 （２）審査基準 
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 （３）ヒアリング等 

  （ア）選定にあたり、提出書類により応募資格、提案内容等を書類審査の後、選定

委員会によるヒアリングを行います。 

  （イ）書類審査の結果は、全ての申請者に対して書面で通知します。 

  （ウ）ヒアリングの日時、場所等については後日、該当する申請者に対して書面で

通知します。 

  （エ）ヒアリングの出席者は５名以内とし、出席者は原則として代表者及びその社

員（任意団体にあっては構成員）に限ります。 

  （オ）ヒアリングの時間は、５０分以内を予定しています。 

 （４）審査結果の通知 

    ヒアリングの後、選定委員会で申請者の最終評価を行い、指定管理者として最

もふさわしい法人等（以下「選定事業者」という。）を選定します。選定の結果

は、委員会後２週間以内を目途に申請者全員に書面で通知します。 

 

１１ 指定管理者の指定及び協定の締結 

 （１）指定管理者の指定 

    指定管理者の指定には、由布市議会の議決が必要です。原則として選定事業者

を指定管理候補者として令和３年第１回由布市議会定例会に上程し、議決を経た

のち、指定管理者として指定する予定です。 

    なお、指定については、指定の相手方に書面で通知するとともに、指定手続条

例第７条第２項の規定に基づいて告示を行います。 

 （２）協定の締結 

    市と指定管理者は、業務内容に関する細目的事項、管理の基準に関する細目的

事項等について協議のうえ、協定を締結します。 

 （３）指定後の留意事項 

  （ア）指定管理候補者が、正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定

管理者の指定の議決後においても、指定しないことがあります。 

  （イ）指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指

定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

    ①資金事情の悪化等により、事業の履行に支障があると認められるとき。 

    ②著しく社会的信用を損なう等により、指定管理者としてふさわしくないと認

められるとき。 

 

１２ その他 

    ①各項目の詳細は、「由布市自然体験学習施設「由布市ゆふの丘プラザ」指定

管理運営業務仕様書」を参照してください。 

    ②問い合わせ等は、土曜日、日曜日、１２月２９日から翌年の１月３日まで及

び国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く開庁日の午前９時から正午

まで、午後１時から午後５時までにお願いします。 
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    ③書類の提出先及び報告先・協議先が由布市となっているものは、施設の所管

課とします。 

 

１３ 添付資料・様式 

    ①指定申請書（施行規則に定める第１号様式） 

    ②事業計画書（要綱に定める様式例１） 

    ③収支計画書（要綱に定める様式例２） 

 

１４ 問い合わせ先 

  ◆〒８７９－５４９８ 

   由布市庄内町柿原３０２番地 由布市役所本館３階 

   由布市教育委員会 社会教育課 

   電話 ０９７－５８２－１２０３ 

   F A X ０９７－５８２－１２４５ 

   電 子 メ ー ル social_edu@city.yufu.lg.jp 

   ホームページ  http://www.city.yufu.oita.jp 

 

 

 別 紙 

   提出書類一覧 

 

 


